
[:亘:亘コ

意 見 書

平成 20年6月23日

総務省情報通信政策局

放送政策課 様

郵便番号 950-8581 
(ふりがな) にいがたしちゆうおうくさいわいにし

住所 新潟市中央区幸西 4-3-5 
(ふりがな) かぶしきがいしや えふえむらじおにいがた
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とりしまりやくLやちょう ますむらつとむ

取締役社長 増村 勉

｢携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在 り方に関する悪談会報告書｣ 

(秦)に開し､別紙のとおり意見を提出します｡

注1 法人又は団体にあっては､その名称及び代表者の氏名を記載すること｡

注2 用紙の大きさは,日本工業規格A列4番とすること｡別紙にはページ番号を

記載すること｡
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こうした状況下で国がアナげ ラゾオを存続させるという方針であったとしても､ 

7ナげ TV終了により変化していく放送げ イアに対し､ユーザである国民の選択肢から

次第にアナログはなくなっていくのではないかと考えられます ○

特に想定されるマ Jけげ イア端末は機能向上が著しく､受信機の買い替えサイgIVも従来の

受信機に政べ頻繁になると考えられ､音声放送だけの継続的なサービス提供に不安が

残 ります o 

(診-方､長い期間聴取されてきたラジオ放送は

･地方ラジオ局のローカル放送時間は TVに比べ圧倒的に長時間であり､地域密着の情報が

多く地域の文化の発展に寄与してきた O

･高い携帯性能により非常時の情報収集ツールとなっている ○特に県や市など自治体と

防災協定を締結し､また､緊急地震速報など緊急時対応進め非常災害時の情報収集

メディアとして定着している D

･非健常者 (特に日の不自由な方々 )に対しては重要な情報源となっているロ

･ TVメディアに比べ制作が比較的簡易にできることにより安価な地域広告が可能である D

等､音声げ イ 7ならではの文化を築いてきました oこれは､デシやタル放送に変わつても不変であ

り､ ｢地域デ叩ク向けデシ寸タルラシナオ放送｣が地上アナログラシ9オ放送の緩やかなデゾル移行先と

考えます o

以上により､地域デ｡ブタ向けデゾルラシナオ放送という呼称並びにその放送帯域に V-LOWを

割 り当てる報告書案に賛成します Dなお､今後はラシヾオ放送が培ってきた放送メディアとしての

精神を尊重し早期の制度整備を期待いたします ○ 

11行～ 1 2行 7ンテナ内臓に難点がある ○ Ⅴ-LOWについては困難であることから､ ですが､技術革新により将来､搭載の可能性も考えられるのでこの点に言及して欲しいと考えます o



戻 行 意見の対象 となる該当箇所 意見 

23貢～ 23貴下 2行～ ｢地方フ ●ロック向け放送｣の扱い ｢地方デt .ク ッ分けする地域の経済圏 住民の生活圏)を基準とし､国が決めていた 7)｣は､デロク (

24貢 24頁2行 ｢地方ブロック｣を誰がどのように区分けをする だきたいと考えます○


か (例えば､どの位の数の県を 1のデりクと
 この場合､従前から存在する歴史ある地域ブロックの分け方 (例 . ｢関東甲信越｣等々)

するか)が今後の検討に委ねられている○ は尊重されてよいのではないかと考えますo 

34頁 12行～1 4行

39頁 12行～1 5行

ただし､サノ仲レ放送が過度に増えることは､

マ/けメディア放送の新規制の観点から好ま

新型端末は複数のげ イ7受信機能が想定されますJ地域ブロック向けデシ 'タJ巧シ○オ放送が搭載

された端末にアナげ ラシャオ受信機能が搭載されないことが想定されるため､デシ ○舛′ラゾオ普及

しくないことから､例えば､事業者の比較 ` のためにも､サイマル放送は重要なコンテンツになると思われます.したがって､地上ブロック向け

審査の際に新規コンテンツを盛 り込んだ放送を多く有する者を優遇すること等も考えられる○放送に関しては左記の項目の削除を希望します○ 

マノけメディア放送の受信端末の普及のためには､ 利用者の利便性を優先することが重要です ○

｢全国向け放送｣ . ｢地方 7 'ロック向け放送｣ ｢全国向け放送 J､ ｢地方ブロック向け放送｣の両方が一つの端末で受信できることは

及びそれらの間で､同一の技術方式を 利用者の利便性に繋がり､また､低廉化は端末の普及にも影響があるものと考えます ○

用いることが効果的と考えられる ○ したがって､技術方式は同一の方が望ましいと考えます ○




